
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結婚新生活支援事業 

次の要件をすべて満たす世帯です。 

①令和 5年 3月 1日から令和 6年 3月 31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦 

②婚姻日に夫婦のいずれも 39 歳以下 

③夫婦の合計所得が 500 万円未満 

④市区町村税に滞納がないこと 

※その他にも条件がありますので、詳しくはホームページをご覧ください。 

対象者 

①夫婦ともに 29 歳以下の世帯 上限 60 万円 

②30 歳から 39 歳以下の世帯   上限 30 万円 補助金額

令和 5 年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日までに支払った費用で、婚姻に伴う住宅

取得費用（新築・購入）、リフォーム費用、賃貸費用（賃料、敷金、礼金、共益

費、仲介手数料）住宅への引っ越し費用が対象となります。 
対象経費

栗原市では、婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対して、住宅の取得

費用若しくはリフォーム費用又は賃借費用と引越費用の一部を予算の範囲内で助成し

ます。詳しくは、お問い合わせください。 

栗原市　移住      検索

令和 6年 3 月 31 日まで  ※予算の上限に達した時点で受付を終了します。 

詳細については、お問い合わせください。 

栗原市役所 企画部定住戦略室（築館薬師一丁目７番１号） 

TEL:0228-22-1125 E-mail：teijyusokushin@kuriharacitu.jp 

受付期間 

申請先 



 

 


